
☆ 9 月分（10 月納付分）以降の厚生年金保険料額表 

労働保険・社会保険の手続、給与計算の代行、労務コンサルのご相談はお気軽にご連絡ください！ 

 

労働保険事務組合 東洋労働保険協会  TEL：03-3221-2444 

社会保険労務士事務所 ﾄｰﾖｰﾚｲﾊﾞｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ http://www.toyoweb.com/index.html 

  

     

 

 

 

  平成２９年９月分（１０月納付分）以降の厚生年金保険料（一般・坑内員・船員）は、 

以下のとおりです。 

 
（日本年金機構リーフレットより） 

 

 

※ 平成２９年９月分（１０月納付分）から、一般の被保険者と坑内員・船員の被保険者の方の厚生年金保険料率が同率 

となりました。     

       

 

 

 


